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有田市と佐川急便株式会社との災害協定について

　　有田市は佐川急便株式会社と、
　　「災害時における支援物資の受入及び配送等に関する協定」を締結します

本市の災害時において、物資の受入や配送等に関する深いノウハウをお持ちである佐川
急便株式会社と協定を締結し、災害時における支援物資の受入及び配送等について、平
時から相互の連携強化を図り、万一の災害に備えてまいります。

〒649-0392　和歌山県有田市箕島50
有田市役所経営管理部防災安全課

担当：上田サユリ・中井　貴之
TEL：0737-22-3721　 FAX：0737-82-0710

Email：bousaianzen@city.arida.lg.jp

--------------------　この件に関するお問合わせ先　--------------------

■協定締結式の概要／日　時：令和４年４月２０日（水）　１４時～１４時３０分
　　　　　　　　　　場　所：有田市役所 ４階市長応接会議室

　　　　　　　　　　出席者：佐川急便株式会社　京都支店
　　　　　　　　　　　　　　支店長　須田　充一
　　　　　　　　　　　　　　有田市長　望月　良男
　　　　　　　　　　締結式：協定の締結、写真撮影

佐川急便株式会社はこれまで日本各地における自然災害発生時において、自治体や各団体と
連携し、被災地での復旧に関わる活動をSGホールディングスグループ全体でサポートしてお
られます。

▼2016年（平成28年）4月～　熊本地震
震災発生直後、佐川急便は即日災害対策本部を設置。政府の緊急災害対策本部および熊本
県、熊本市からの要請を受け、支援物資の輸送とともに、各避難所に対する物資の配送を行
われています。また、現地での営業所受取サービスをいち早く再開するとともに、小売事業
者との連携により、被災地の店舗に向けた生活物資の輸送を行い、生活インフラの迅速な正
常化に貢献されました。

■佐川急便株式会社　過去の災害支援業務事例

■協定の内容
　　　災害時における以下の内容に関する協力
　　　(1)　市が管理する防災備蓄品の避難所への配送
　　　(2)　市が指定する物資拠点施設から避難所への物資の配送
　　　(3)　市が指定する物資拠点施設の運営補助等
　　　(4)　前各号に掲げるもののほか、市が必要とする事項


